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      提 案 理 由 

 

 長期優良住宅の普及の促進に関する法律等の一部改正に伴い、長期優良住宅維持保全計画

認定申請等の手数料を定めるとともに、所要の改正をしたいので、この案を提出するもので

ある。 
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   入間市手数料条例等の一部を改正する条例 

 

 （入間市手数料条例の一部改正） 

第１条 入間市手数料条例（昭和４２年条例第１６号）の一部を次のように改正する。 

  別表３６の項事務の種類の欄中「第８５条第５項」を「第８５条第６項」に改め、同表 

４５の項事務の種類の欄中「第８７条の３第５項」を「第８７条の３第６項」に改め、同

表４８の項事務の種類の欄中「第５項」を「第７項」に、「長期優良住宅建築等計画の認定

の」を「長期優良住宅建築等計画又は長期優良住宅維持保全計画の認定の」に、「長期優良

住宅建築等計画の認定申請手数料」を「長期優良住宅建築等計画等の認定申請手数料」に

改め、同項金額の欄第１号中「長期優良住宅建築等計画に関する」を削り、同号ア中「増 

 

築又は改築の場合 １３，０００円」を                   に改め、 

 

同号イ中「増築又は改築の場合 ２５，０００円」を                    

 

                   に改め、同欄第２号ア中「増築又は改築の場合 

 

８５，０００円」を                   に改め、同号イ中「増築 

 

又は改築の場合 １９４，０００円」を                    に改 

 

め、同表４９の項事務の種類の欄中「長期優良住宅建築等計画の変更の認定」を「長期優

良住宅建築等計画又は長期優良住宅維持保全計画の変更の認定」に、「長期優良住宅建築等

計画の変更認定申請手数料」を「長期優良住宅建築等計画等の変更認定申請手数料」に改 

め、同項金額の欄第１号中「変更後の長期優良住宅建築等計画に関する」を削る。 

（入間市手数料条例の一部を改正する条例の一部改正） 

第２条 入間市手数料条例の一部を改正する条例（令和３年条例第２６号）の一部を次のよ

うに改正する。 

  附則第３項を削る。 

「増築又は改築の場合 １３，０００円 

 建築を伴わない場合 １３，０００円」 

「増築又は改築の場合 ２５，０００円 

 建築を伴わない場合 ２５，０００円」 

「増築又は改築の場合 ８５，０００円 

 建築を伴わない場合 ８５，０００円」 

「増築又は改築の場合 １９４，０００円 

 建築を伴わない場合 １９４，０００円」 
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   附 則 

この条例は、令和４年１０月１日から施行する。ただし、第１条中別表３６の項及び４５

の項の改正規定は公布の日から、第２条の規定は令和５年２月２０日から施行する。 

  


